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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第34期

第３四半期
連結累計期間

第35期
第３四半期
連結累計期間

第34期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (千円) 2,725,890 2,698,076 3,623,943

経常利益 (千円) 169,841 177,425 203,430

四半期（当期）純利益 (千円) 106,897 105,771 113,150

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 119,993 130,760 154,337

純資産額 (千円) 3,710,753 3,819,533 3,745,096

総資産額 (千円) 4,797,012 4,916,032 4,789,767

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

(円) 24.46 24.69 26.01

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － 24.68 －

自己資本比率 (％) 77.4 77.5 78.2
 

　

回次
第34期

第３四半期
連結会計期間

第35期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 3.47 6.78
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）において営まれている事業
の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。　

　　なお、重要事象等は存在しておりません。　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等は行われておりませ

ん。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による金融緩和や各種経済対策等の効果に

より、企業収益が改善し設備投資や雇用の増加が進む中で、個人消費も底堅く推移するなど緩やかな

回復基調で推移しました。

　一方、海外では、米国経済は失業率の改善とともに内需が好調に推移するなど緩やかな回復基調に

あります。しかし、アジア及びアセアン経済は国により変動はあるものの、総じてその回復は鈍化傾

向にあります。

　このような状況の中で当社グループは、新商品の開発営業を積極的に行いながら従来技術も含めた

市場の再開拓を行ってまいりました。また、引き続き固定費や経費の削減及びより一層のコストダウ

ンにも注力してまいりました。

　その結果、当社グループの主要取引先業界においても設備投資意欲が高まりつつありますが、当第

３四半期連結累計期間の業績は、売上高は26億98百万円（前年同期比1.0%減）となりました。また、

利益面におきましては、営業利益が１億42百万円（前年同期比8.7%減）、経常利益が１億77百万円

（前年同期比4.5%増）となり、四半期純利益１億５百万円（前年同期比1.1%減）となりました。

　

（2）財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して１億26百万円増加

し、49億16百万円となりました。これは主として現金及び預金が１億39百万円、流動資産（その他）

が22百万円増加し、商品及び製品が16百万円、仕掛品が16百万円減少したことによるものでありま

す。

　負債は、前連結会計年度末と比較して51百万円増加し、10億96百万円となりました。これは主とし

て支払手形及び買掛金が18百万円、流動負債（その他）が37百万円が増加し、未払法人税等が12百万

円減少したことによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末と比較して74百万円増加し、38億19百万円となりました。これは主と

して利益剰余金が41百万円、為替換算調整勘定が17百万円増加したことによるものであります。

　これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して0.7ポイント減少し、77.5％となり

ました。
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（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、そ

の内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。

当社は、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株式等の買付行

為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式等の買付行為（市場取

引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、予め当社の取締役会が同意した者による

買付行為を除きます。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者

を「大規模買付者」といいます。）に対する対応方針（以下「本方針」といいます。）を導入してお

ります。

①本方針に対する基本的な考え方

当社取締役会は、株式の大規模買付等であっても、企業価値・株主共同の利益に資するものであれ

ば、これを一概に否定するものではありません。株式会社の支配権の移転を伴う買収提案に対する判

断は、最終的に当社株式を保有する当社株主の皆様に委ねられるべきものであると考えます。

　もっとも、大規模買付行為がなされた場合、株主の皆様に当該行為の是非及び株式継続保有の是非

をご判断いただくためには、当社取締役会及び大規模買付者双方から株主の皆様に適切かつ十分な情

報が提供されることが不可欠です。大規模買付行為による当社及び当社グループへの影響、大規模買

付者が当社の経営に参画した場合の経営方針や事業計画の内容、大規模買付行為に関する当社取締役

会の意見等は、株主の皆様に大規模買付行為の是非や株式継続保有の是非をご判断いただく際の重要

な判断材料になるものと存じます。

これらを考慮し、当社取締役会は、大規模買付行為に関しては、大規模買付者から事前に株主の皆

様の判断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報が提供される機会を確保し、かかる情

報が提供された後、速やかに大規模買付行為の是非を検討して、独立の外部専門家等の助言を受けな

がら意見を形成し、公表する所存でおります。さらに、必要と認めれば、大規模買付者の提案の改善

についての交渉や当社取締役会としての株主の皆様に対する代替案の提示も行います。

かかるプロセスを経ることにより、当社株主の皆様には当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規

模買付者の提案と（代替案が当社取締役会から提示された場合には）その代替案をご検討いただくこ

とが可能となり、最終的な応否を適切に決定していただけることとなります。

　当社取締役会は、大規模買付行為が上記の意見を具現化した一定の合理的なルールに従って行われ

ることが、企業価値・株主共同の利益に合致すると考え、事前の情報提供に関する一定のルール（以

下「大規模買付ルール」といいます。）を設定することといたしました。

②大規模買付ルールの概要

　イ．情報の提供

当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは　①事前に大規模買付者が当社取締役会に対

して必要かつ十分な情報を提供し　②当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規

模買付行為を開始する、というものです。

　具体的には、まず、大規模買付者には、当社代表取締役宛に大規模買付者の名称、住所、設

立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を明示した大規模買

付ルールに従う旨の意向表明をご提出いただいたうえで、当社取締役会に対して、当社株主の

皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のための必要かつ十分な情報（以下「本必要情

報」といいます。）を提供していただきます。

　当社取締役会は、意向表明受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提供いただくべき

本必要情報のリストを当該大規模買付者に交付します。当初提供いただいた情報を精査した結

果、それだけでは不十分と認められる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して本必

要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。

　本必要情報の具体的内容は、大規模買付者の属性及び大規模買付行為の内容によって異なり

ますが、一般的な項目は以下のとおりです。
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ａ．大規模買付行為及びそのグループ（共同保有者、準共同保有者、特別関係者及び（ファ

ンドの場合は）各組合員その他の構成員を含みます。）の概要（大規模買付者の事業内

容、資本構成、当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情

報を含みます。）

ｂ．大規模買付行為の目的及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する

取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等及び関連する取引の実現可能性等を含み

ます。）

ｃ．当社株式の取得対価の算定根拠及び取得資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を

含みます。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。）

ｄ．当社及び当社グループの経営に参画した後に想定している経営者候補（当社及び当社グ

ループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）、経営方針、

事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等（以下「買付後経営方針等」

といいます。）

ｅ．当社及び当社グループの取引先、顧客、従業員等のステークホルダーと当社及び当社グ

ループとの関係に関し、大規模買付行為完了後に予定する変更の有無及びその内容

なお、大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された本必要情報は、当

社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断す

る時点で、その全部又は一部を開示します。

　ロ．取締役会による評価期間

次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締

役会に対し本必要情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付

による当社全株式の買付の場合）又は90日間（その他の大規模買付行為の場合）を取締役会に

よる評価・検討・交渉、取締役会としての意見形成及び取締役会による代替案立案のための期

間（以下「取締役会評価期間」といいます。）とし、その期間内に大規模買付行為についての

取締役会としての意見を形成します。大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開

始されるものとします。

取締役会評価期間中、当社取締役会は、独立委員会に諮問し、また、必要に応じて外部専門

家等の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧

告を最大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。ま

た、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当

社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。なお、当社取締役

会は、本必要情報の提供が完了した場合には、速やかにその旨及び取締役会評価期間が満了す

る日を公表いたします。

　ハ．独立委員会の設置

大規模買付ルールにおいて、大規模買付者が当社取締役会に提供すべき情報の範囲、大規模

買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、大規模買付行為が企業価値・株主共同の利益を

著しく損なうか否か及び対抗処置をとるか否か等の検討及び判断については、その客観性、公

正さ及び合理性を担保するため、当社は取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置

いたします。独立委員会の構成員、当社の業務執行を行う経営陣及び対象買付者からの独立性

が高い有識者３名以上とします（あらかじめ候補者を定めますが、当社取締役会が経営陣及び

対象買付者からの独立性が低いと判断した場合は、候補者を変更するか、候補者以外から独立

委員会を選任することがあります）。当社取締役会は、前述の事項の検討及び判断をなすに際

して、かかる独立委員会に必ず諮問することとし、独立委員会は、諮問を受けた事項について

勧告するものとします。
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独立委員会は、その判断の合理性・客観性を高めるために必要に応じ、当社の費用で当社経

営陣から独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサル

タントその他の専門家を含む。）の助言を得ることが出来るものとします。また、当社の取締

役、監査役、従業員等に独立委員会への出席を要求し、必要な情報について説明を求める等、

当社取締役会から諮問を受けた事項について審議及び決議し、その決議の内容に基づいて、当

社取締役会に対して勧告を行います。

当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重し、対抗処置の発動又は不発動につき

速やかに決議を行うものとします。当社取締役会の決定に際しては、独立委員会による勧告を

最大限尊重し、かつ必ずこのような独立委員会の勧告手続きを経なければならないものとする

ことにより、当社取締役会の判断の客観性、公正さ及び合理性を確保しています。また、当社

取締役会の決定に際しては、当社監査役の意見も尊重したうえで決定することにより、当社取

締役会の判断の客観性、公正さ及び合理性を担保しています。

③大規模買付行為がなされた場合の対応

　イ．大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買

付行為に反対であったとしても、原則として当該大規模買付行為に対する対抗処置はとりませ

ん（当該買付提案についての反対意見の表明、代替案の提示等をすることはございます）。

　大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案及び当

社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことにな

ります。

　もっとも、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、外部専門家等の意見も参考

にし、監査役の意見も十分尊重し、独立委員会の勧告を最大限に尊重したうえで、当該大規模

買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合であると、当社

取締役会が判断したときには、当社取締役会は当社株主の皆様の利益を守るために適切と考え

る方策を取ることがあります。

　ロ．大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合

大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の

如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的と

し、新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社の定款が認める対抗処置をとり、大規

模買付行為に対抗する場合があります。大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か及

び対抗処置の発動の適否は、外部専門家等の意見も参考にし、また、監査役の意見も十分に尊

重したうえで、独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社取締役会が決定します。具体的にいか

なる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択す

ることとします。

　

（4）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は67百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 15,780,000

計 15,780,000
 

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,722,500 5,722,500
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は1,000株であ
ります。

計 5,722,500 5,722,500 ― ―
 

　

(2) 【新株予約権等の状況】

当第３四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。
　

決議年月日 平成25年11月22日

新株予約権の数（個） 25（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 25,000（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1（注）３

新株予約権の行使期間 平成25年12月12日～平成28年12月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　348
　資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出さ
れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結
果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるもの
とする。

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５
 

　（注）１　新株予約権１個当たりの目的となる株式数　1,000個

　　　２　新株予約権を割当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式

分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株

式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
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         ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的で

ある株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て

るものとする。

 

　　　　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないと

きは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。た

だし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認

されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式

分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降

これを適用する。

また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これ

らの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と

認める付与株式数の調整を行うことができる。

３　各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルに基づき算出した

金額とする。なお、当該価額は、新株予約権の公正価額であり、会社法第246条第２項の規定

に基づき、割当てを受ける者が当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務と

を相殺するものとする。　

４　新株予約権の行使条件

(1)　新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位にあることを

要　　　する。

(2)　上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社

と　　　　なる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換

契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合（株主総会

決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任され

た執行役の決定がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使

できるものとする。ただし、下記（注）５に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く

ものとする。

(3)　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。

５　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞ

れ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子

会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合に

おいて、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合

併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新

設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる

日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前にお

いて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対

し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、

以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、

吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件と

する。

　(1)　交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

　(2)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　 再編対象会社の普通株式とする。

　(3)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（注）２に準じて決定する。
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　(4)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行

使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の

数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。

　(5)　新株予約権を行使することができる期間

平成25年12月12日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、平成28年12月

11日までとする。

　(6)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関

する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計

算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計

算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上

記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額と

する。

　(7)　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要

するものとする。

　(8)　新株予約権の行使の条件

　 上記（注）４に準じて決定する。

　(9)　新株予約権の取得条項

当社は、以下の①②③④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会

決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任され

た執行役の決定がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償

で取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認

を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得につ

いて当社の承認を要すること、または当該種類の株式について当社が株主総会の決議

によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年10月１日～
平成25年12月31日

－ 5,722,500 － 1,075,400 － 942,600
 

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成25年９月30日)に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

平成25年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

1,438,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

4,243,000
4,243 ―

単元未満株式
普通株式

41,500
― ―

発行済株式総数 5,722,500 ― ―

総株主の議決権 ― 4,243 ―
 

(注）「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式137株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

  平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己株式保有）
　ナビタス株式会社

大阪府堺市堺区石津北町
９番１号

1,438,000 － 1,438,000 25.13

計 ― 1,438,000 － 1,438,000 25.13
 

(注）当第３四半期会計期間末の自己株式数は、1,439,325株であります。

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,617,318 1,756,806

受取手形及び売掛金
※ 785,454 ※ 785,610

商品及び製品 73,617 57,069

仕掛品 137,106 120,280

原材料及び貯蔵品 125,517 117,448

その他 70,065 92,075

貸倒引当金 △2,434 △2,092

流動資産合計 2,806,646 2,927,198

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 539,402 528,814

土地 1,015,560 1,015,560

その他（純額） 41,688 52,194

有形固定資産合計 1,596,651 1,596,569

無形固定資産 5,373 5,394

投資その他の資産

投資有価証券 333,071 286,107

その他 55,276 104,041

貸倒引当金 △7,251 △3,280

投資その他の資産合計 381,096 386,869

固定資産合計 1,983,121 1,988,833

資産合計 4,789,767 4,916,032
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 737,814 755,882

未払法人税等 49,585 37,335

未払消費税等 8,889 14,317

賞与引当金 22,409 29,339

その他 98,944 136,700

流動負債合計 917,643 973,576

固定負債

退職給付引当金 40,967 38,396

役員退職慰労引当金 75,101 74,082

その他 10,958 10,442

固定負債合計 127,027 122,922

負債合計 1,044,671 1,096,498

純資産の部

株主資本

資本金 1,075,400 1,075,400

資本剰余金 942,600 942,600

利益剰余金 2,155,246 2,196,746

自己株式 △456,457 △457,209

株主資本合計 3,716,789 3,757,536

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 21,732 29,276

為替換算調整勘定 6,575 24,020

その他の包括利益累計額合計 28,307 53,297

新株予約権 － 8,700

純資産合計 3,745,096 3,819,533

負債純資産合計 4,789,767 4,916,032
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高 2,725,890 2,698,076

売上原価 1,964,012 1,895,931

売上総利益 761,878 802,145

販売費及び一般管理費 605,822 659,633

営業利益 156,055 142,511

営業外収益

受取利息 161 300

受取配当金 4,940 16,635

受取賃貸料 9,250 9,745

為替差益 － 2,751

その他 1,239 5,785

営業外収益合計 15,591 35,218

営業外費用

為替差損 900 －

自己株式取得費用 400 －

その他 505 305

営業外費用合計 1,806 305

経常利益 169,841 177,425

特別利益

固定資産売却益 33 1,170

特別利益合計 33 1,170

特別損失

固定資産除却損 840 547

投資有価証券評価損 1,086 －

特別損失合計 1,926 547

税金等調整前四半期純利益 167,948 178,048

法人税等 61,050 72,276

少数株主損益調整前四半期純利益 106,897 105,771

四半期純利益 106,897 105,771
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 106,897 105,771

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 12,930 7,543

為替換算調整勘定 165 17,445

その他の包括利益合計 13,096 24,989

四半期包括利益 119,993 130,760

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 119,993 130,760

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当第３四半期連結会計期間(自 平成25年10月１日 至 平成25年12月31日)

該当事項はありません。

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日 至　平成25年12月31日)

　税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。
 

　

(四半期連結貸借対照表関係)

※　　　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間

末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

受取手形 43,795千円 26,108千円
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　　　　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとお

りであります。
　

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

減価償却費 35,611千円 32,118千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 35,839 7.5 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

平成24年11月９日
取締役会

普通株式 32,141 7.5 平成24年９月30日 平成24年12月６日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 32,138 7.5 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

平成25年11月８日
取締役会

普通株式 32,132 7.5 平成25年９月30日 平成25年12月５日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社及び連結子会社の事業は、印刷機器関連の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下の通りであります。
　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 24円46銭 24円69銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(千円) 106,897 105,771

   普通株主に帰属しない金額(千円) － －

   普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 106,897 105,771

    普通株式の期中平均株式数(株) 4,370,682 4,284,658

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 24円68銭

    (算定上の基礎)   

　　四半期純利益調整額（千円） － －

　　（うち支払利息（税額相当額控除後）（千円）) － （－）

　　普通株式増加数（株） － 1,813

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

 

　

２ 【その他】

第35期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)中間配当については、平成25年11月８日開催の

取締役会において、平成25年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次の通り中間配当を行

うことを決議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　32,132千円　　　

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　７円50銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成25年12月５日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　吉　田　敏　宏　　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　笹　山　直　孝　　㊞

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年２月13日

ナビタス株式会社

取締役会  御中

　

 

　

 

　

 

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているナ

ビタス株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間
(平成25年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25
年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、
四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ナビタス株式会社及び連結子会社の平成25
年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

　
 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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